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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月5日(2021.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成部と、
　前記画像形成部で形成された画像を、ユーザーに対して視認可能な虚像として投影可能
な投影部と、
　を備える表示装置であって、
　前記画像形成部は、前記投影部が投影する前記虚像の投影位置を決めるための位置情報
を検出するセンサーからの入力信号に基づいて前記画像を形成し、
　前記投影部による投影領域は、実像に前記画像形成部で形成された第１の画像が前記虚
像として重なるように重畳表示される第１の投影領域と、前記第１の領域とは異なる位置
に位置し、前記画像形成部で形成された第２の画像が非重畳表示される第２の投影領域と
、を含み、
　前記センサーのセンシングの信頼度に応じて、互いに同一の意味をもつ前記第１の画像
と前記第２の画像を、前記第１の画像として前記第１の投影領域に重畳表示するのか、或
いは、前記第２の画像として前記第２の投影領域に非重畳表示するかが切り換えられる、
　表示装置。
【請求項２】
　前記信頼度が所定の閾値を超えている場合に、前記第１の投影領域に前記第１の画像が
表示され、前記信頼度が所定の閾値以下の場合に、前記第２の投影領域に前記第２の画像
が表示される、
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　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記信頼度が、所定の閾値を超えている時間が所定の時間以上続いた場合に、前記第１
の投影領域に前記第１の画像が表示され、それ以外は前記第２の投影領域に前記第２の画
像が表示される、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記重畳表示から前記非重畳表示に切り換わるための前記信頼度の条件と、前記非重畳
表示から前記重畳表示に切り換わるための前記信頼度の条件が異なる、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記非重畳表示から前記重畳表示に切り換わるための前記信頼度の条件は、前記重畳表
示から前記非重畳表示に切り換わるための前記信頼度の条件よりも厳しい、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　一旦前記非重畳表示された前記第２の画像は、前記第２の画像が意味する情報が無効に
なるまで前記重畳表示には切り換えられない、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の表示装置。
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